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布製マスクの配布及び臨時休業中の各家庭の過ごし方について（お願い）

全国的な新型コロナウイルス感染拡大に伴い，心配な日々をお過ごしの方も多いか

と存じます。

さて，文部科学省から布製マスクの配布がありましたので，本日登校している児童

生徒に１枚ずつ配布しました。なお，５月以降に更に１枚の配布を予定しているとの

ことです。

また，県教育委員会からの通知を踏まえて，緊急事態宣言中の児童生徒及び保護者

の過ごし方について，下記のとおりの対応をします。

つきましては，保護者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

記

１ 不要不急の帰省や旅行など，都道府県をまたいで移動することはできるだけ避け

てください。

２ やむを得ず児童生徒及び保護者が，県外への帰省や旅行を行う場合は，学校に届

け出をしてください。

３ 県外への帰省や旅行を行った場合は，帰ってきてから２週間は登校できません。

自宅内において健康観察を行ってください。また，マスク着用，手洗い，咳エチケッ

トを徹底してください。発熱等の症状がある場合は，帰国者・接触者相談センター

へ相談するようにお願いします。

なお，県外から来県される方については，２週間の外出自粛，マスク着用などの

咳エチケットの徹底，毎日の体温測定などの対応をするように，鹿児島県が要請し

ていますのでお知りおきください。

通学バス利用児童生徒の保護者の皆さま

通学バス内の密集を避けるために，自家用車送迎への協力をお願いしていま

したが，有志の保護者や大隅学舎の皆様の協力により，一部の通学バスについ

てはある程度密集を避けることができるようになってきました。ご協力ありが

とうございました。現在，学校再開後の通学バスの運行の在り方については，

県教育委員会と協議をしているところです。

また，通学バスの利用に当たっては，かねてからマスクを着用するようにお

願いしているところですが，十分ではない状況があります。今回の鹿児島県と

文部科学省からのマスクの配布を受け，マスク着用の更なる徹底をお願いしま

す。なお，マスク着用が苦手な児童生徒については，臨時休業中にマスクを付

ける練習をするなどの配慮をお願いします。


